
聯
輪
珊

…叢

相
続

税

の
輕

濟

政

策

槻
…

・
・
・
…

階
級

に
就

い
て

:

債
値

の
類

型

と
個

性

・

勢

激

肚
會
改
造

哲
學
及
び
連
帯

思
想

・

本
邦
自
殺

の
男
女

別

:

…

:

時

外
珊

税
法

の
新
改
正

を
論
ず

遜
明

と
国
力

・

」
・
渋
墨
樽
士

.
文

學
博
士

・
法

學

士

.
文

學
博
士

.
注
學
博
士

財 米 恒 高 紳

耀 藤田戸
静 太 保 正

治 郎 赤 馬 雄

・
渋
墨
館
士

小

川

郷

太

郎

…

・
:

法
學
博
士

山

本

美

越

乃

、

…説

苑

水
戸
烈
公

の
穀

物
政
策

.
・

中

世
末
期

に
於
け
る
村
落

の
結
合

を
論
ず

・

難
聯

錬

炭

鑛
勢
働
者

の
生
計

・

簡

易
一牛
均
法

に
就

い
て
・

.
注

學

士

本
庄

榮
治

郎

牧

野
信

之
助

・
注
學
博
士

河

田

嗣

郎

・
経
済
學
士

岡

崎

丈

規



.
"兄`

員

苑

水

戸

烈

公

の
穀

物

政

策

〔水
戸
藩
常
季
倉

の
研
究
.
本
論
の

一
)

本

庄

榮

治

郎

里

余
11
醤
て
本
誌
第
十

}
巻
第

三
號
(大
正
九
年
九
月
)
F
「
貯
穀

ε
常
卒
倉
」
こ
題
ず
ろ

一
文

心
嚢
に
し
、
「
水
戸
藩
常

牛
舎
研
究
の
序
論
」で
か
ろ
旨

か
附
記
し
て
溶

い
た
(荷
拙
著
「
経
.濟
史
考
」
に
攻

む
)
。
爾
来
そ
の
練

縞
た

ろ
.へ
融

水
戸
藩
常
早
食
研
究
の
本
論
」
な
公
ド
す
る
筈
で

あ
っ
た
が
、
暫

く
海
外
に
在
り
し
六
め
、
そ
の
責
か
果
す

こ
ご
が
出
来
な
か

っ
た
。
今
筐
底
よ
り
嘗

て
蒐
集

ぜ
し
水
戸
落
常
平
倉

に
關
す
.る
史
料
な
取
出
し

、
編
次

執
筆
越
し
も

の
の

一
.部

が
、
即

ち
本
稿
で
め
ろ
。
放

に
本
稿

ば
前
編
に
接
織
す
べ
き
も
の
で
「
序
論
」
に
射
し
て
「
本
論
」
な
成
す
L

の
で
あ
ろ
が
・
實

に
そ
の
本
論
の
丙
の
緒

論
だ
け

々
纏
め
た
も
ρ
で
め
う
か
ら
、
「
本
論
の

一
」
♂
し
て
滋

に
掲
出
す
ろ
。
常
平
倉
の
意
義
性
質
及
び

一
般
貯
穀
等

に
關

ド

し
て
ば
、
「
貯
穀
ご
常
平
倉
」に
迦
.へ
・て
恥
い
た
か
ら
、
本
稿
に
ぽ
之
な
再
説
ぜ
ず
馬
前
稿
た
参
照
ぜ
ら
れ
む
ご
ミ
を
望
む
。

徳
川
時

代

に
於

て
は
農
業
は
國
民
生
活

の
上

よ
り

見

る
も
、
財

政
上

か
ら

見

る
も
頗

る
重
要

な

る
も

の
こ
せ
ら

れ
、
ま

た
凶
荒

に
備
…ふ

る
た

め
の
貯
穀

の
制
・度
が
可

な
り
よ
く
行

き
一旦

っ
て
行
は
れ

、
且

つ
米

儂

の
李
準
を
期
一す

る
陀

め
に
、
種

々
な

る
方

法
が
行
は
れ

た

こ
ξ
は
、
既

に
屡
述

し
た
所

の
如

く
で
あ

る
。
然

し
當
時

の
幕
府

に
於

て
は
常

李
倉

な

る
形

の
も

の
は
存

在

せ
な

か

つ
陀

が
、

各

藩
帥

ち
土
佐

、

會
津

、
薩
摩

、
水
戸

の
四
藩

に
於

て
は

説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
十
六
巻

(第
五
號

】
=
二
)

八
四
五
.



説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
十
六
巻

(第
五
號

=

、四
)

八
四
六

「

こ
の
常

李
倉

な
る
も

の
が
貴
行

せ
ら

れ
た

か
の
如

く

に
考

へ
ら

れ
る
。

そ
れ
で
余

は
先

づ
第

一
に
水
戸

藩

の
常

雫

倉

に
つ
い
て
研
究

し
て
見

た

い
ビ
思

ふ
。
而

し
て

こ
れ
が
π

め
に
は
先

づ
烈

公

の
農
政
殊

に
穀

物

に
封

ず

る
政
策

を
概
観
す

る
の
必
要

が
あ

る
。

一

烈
公

の
時

代

と
藩
政

改
革

徳
川
時
代
を
通
じ
て
久
化

の
最
も
練
魁
ε
し
て
咲
き
匂

へ
る
も
の
は
、
蓋
し
前

に
元
脈
の
時
代
あ
り
、
後
に
文

化
衣
政

の
昌
運
が
あ
る
。
前
者
は
武
辮
殺
伐

の
後
を
享
け
て
友
華
燦
然
た
る
中

に
も
、
猶
雄
健

の
氣
を
失
は
ざ
b

し
戚
あ
る
も
、
後
者
は
久
し
弍
泰
卒
の
呑

に
酔
ひ
て
、
爛
熟
せ
る
文
化
の
中

に
、
華
奢
遊
惰

の
風
を
裏

め
る
が
如

く
で
あ
る
。
而
し
て
元
藤
の
後

に
は
吉
宗
出
で
て
緊
灘

の
政
を
布
港
、浮
華

の
風
を
斥
け
、
所
謂
中
興
の
業
を
成
し

π
る
も
・
歳
を
重
囲
る
に
從
て
昌
卒

に
馴
れ
、
偸
安
に
流
れ
、
安
逸
惰
弱
の
世
相
を
あ
ら
は
し
、其
極
、
か
の
田
沼

時
代
ε
な
り
寛
政
の
治
を
見

る
に
至

つ
π
も
の
で
め
る
が
、
や
が
て
現
は
れ
た
化
政

㊨
昌
運
は
所
謂

「
大
御
所
様

時
代
」

の
後
孚
で
め
つ
て
、
太
季
殷
富
を
誇

る
ピ
難
、
そ
の
裏
面
の
頽
敗
は
眞
に
甚

し
き
も
の
が
あ

っ
だ
。
蓋
し

文
政
以
後
、輔
弼
其
人
を
得
す
、
弊
政
百
出
、
上
下
奢
侈

に
流
れ
、
府
庫
は
常

に
空
し
く
纏

か
に
悪
貨

の
鍮
造
を
以
て

こ
れ
を
彌
縫
す
る
の
み
で
あ

っ
花
。
加
之
、
天
保
年
間
に
は
二
回
の
大
凶
荒
あ
り
、
大
鐘

の
齪
あ
り
、
遂
に
天
保
の
改

革
の
行

は
る
る
に
至
つ
π
次
第
で
あ
る
が
(鰍
情
断
㌍
隣
価
朋
乃
)
其

の
事
破
れ
て
幕
府
衰
頽
の
勢
は
阻
止
し
難
き
に
至

■



つ
セ
の
で
あ
る
。
天
保
の
改
革
は
、
奢
侈

の
禁
遏

、
風
俗
の
矯
正
、
文
武

の
奨
顧
ギ
鋤
農
、
株
仲
間

の
廃
止
、
物

償
の
引
下
、
官
紀
振
粛
、
海
防
等
の
諸
件
を
そ
の
重
要
な
る
も

の
ε
す
る
。
之
れ
が
反
面
を
考

ふ
れ
ば
、
天
保
の

時
弊
を
察
す
る
に
難
し
は
あ
る
ま
い
、

而
し
て
こ
の
泰
李

の
隙
弊
は
他

の
各
旨藩
に
於
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
元
來
水
戸
藩
は
尾
州
紀
州
而
藩
ご
共

に
、
'

御
三
家

の

一
に
列
し
て
何
事
も
同
格
に
行
は
れ
た
け
讐

も
、
尾
紙
両
藩
に
比
較
す
れ
ば
其
領
土
も
甚
だ
狭
一
土

地
も
瘠
せ
て
お
り
、
且

つ
古
来
定
府

ε
し
て
絶
え
ず
江
戸
詰
め
を
余
せ
ら
れ
、
獲

て
交
際
儀
艦

の
費
用

も
必
ず
し

も
少

か
齢
す
、
財
政
は
常
・に
困
難
を
告
げ
、
當
時
そ
の
賦
撹
は
甚
だ
重
く
し
て
庶
長
大

に
苦
み
(註
)且
紀
綱
は
素
れ

志

は
衰

へ
・
上
下
葎

・
流
・
る
の
有
様
で
あ
っ
た
。
警

獲
て
墾

は
そ
の
襲
封
の
初
め
曾
群

舞

什
孕

)

こ
れ
等

の
弊
政
を
整
革
せ
む
ご
し
、
先

づ
邪
臣
を
斥
け
、
衣
武

の
途
を
奨

め
、言
路
を
開
き
、倹
.索
を
構
び
奢
侈
を

り

抑

へ
、
風
俗
を
矯
正
す

る
の
政
策
を
探

っ
た
。
こ
れ
實
に
文
政
十
二
年
末
よ
b
起

つ
だ
こ
ε
で
あ

っ
て
水
越
の
天

保
の
改
芒

発
つ
こ
壷

に
+
数
年
で
あ
る
。
然
・
に
天
保
+
四
年
五
月
に
手

幕
府
は
烈
公
の
藩
政
繕

断
せ

る
を
賞
し
て

「
一
昨
年
来
園
政
向
格
別
被
行
屈
、
衣
武
ε
も
不
絶
研
究
被
有
之
趣

一
段
之
事
に
思
召
候
」
云
々
ご

い
ひ
、
恰
も
水
藩

の
改
.革
が
天
保
の
改
革
に
範
を
探

っ
た

か
の
如
く
い
ふ
て
居
る
が
、
之
は

「
美
を
幕
府

に
締
す

る
所
に
し
て
、
ざ

す

が
濱
松
侍
従
.(猷
前

物
)
の
讐

・
そ
知
ら

・
、
.」
藁

澗
の
疸
被
せ
る
聖

で
あ

っ
て
、
.天

保

の
改
革
は

そ
の
實

却

て
烈
公

の
藩
政
改
革

に
負

ふ
所

少

か
ら

ざ
り
し

も

の
で
あ

る
。
.

説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
十
六
巻

(第
五
號

=

五
)

八
四
七

1)

2)

の

水購 史料 別記上、478頁.常 陸 箒 陳 湖蝶)8頭

水戸藩 史料 別記上、3ロ 頁 以下 。常陸帯66頁 以下

常陸 帯134頁

■
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説

苑

繰
,
水
戸
烈

公
の
穀
物
政
策

第
十
六
巻

(第
五
號

「
=

ハ)

八
四
八

(註
)

水
戸
藩
ば
威
公
に
始
ま

っ
て
義
公
(光
囲
)
に
及
び
、
烈

公
印
ち
齋
昭
に
そ

の
九
代
目

の
藩
主
で
あ
る
。
當
時
賦
税
其
78
忍
得

ざ
り
し

こ
ご
に

薯

の
警

護

・
興
へ
・
公
の
書

騨

ら
か
で
あ
・
・
即
ち
曰
く
・二

・
我
意

付
串

て
外
に
蕪

養

へ
共
良

は
國
の
奮

晶

ゼ

ば
御
遣
領
相
貌
仕
候

て
ば
・
愛

民
再

]
ご
粧
存
候

、
縁
又
愛

民
こ
申

て
は
、
色

々
仕
方
も

可
有
之
候

へ
ざ
も
、
先
、
横
軟
の
敏
な
罷
候
事
琿

】
ε

被
存
候
、
.松
並
以
来

(餐
永
年
中
、
松
永
勘
十
郎
、
事

な
用
ひ
頗

る
国
政
な
素

ろ
)
横
鰍
の
政
行
に
れ
、
民
愈
困
窮

に
及
候
、
夫
に
付
て
ば
此
屋
横

漱

の
政
-
除
候
に
聖
少
し
に
民
も
蘇
可
申
ミ
被
存
候
、
横
獄
の
政
に
恵

】
.可
相
罷
に
、
三
離
石
(大
豆
、
稗
、
荏
熱

い
ふ
)
切
返

ミ
て
、
二
割

の
莚

か
く

ろ
こ
ご
(二
割
の
延

ぞ二
μ
、
俗

に
十
二
の
延
ぐ」
て
、

「
石
に
二
斗

心
知

へ
課
税

ぜ
る
な

い
ふ
)
更
に
無
理
事
芝
話倣
存
候

へ
ば
、
右
な
相
能
町
申

.

事

建
被
存
候
云

々
。

一
、
上
古
ば
甑
納
に
千
、米
翻

ぜ、
云
事
な
し
、
今
に
皆
米
綿
な
れ
こ
も
、
亦
籾
も
入
用
な

ろ
故
、
糎

に
ズ
納
め

さ
す
ろ
事
も
有
り
、
右
に
板

に
て
入

用
故
に
橡
納
に
さ
ゼ
て
真
棒
代

た
取
上

ゐ
は
無
理
な
り
、
民

ば
代

障
て
細
る
よ
り
伴
て
出
す
方
利
な
り

三

富
、
尤
民

の
申
に
て
砕

よ
り
に
代
の
方

利
な
り

ご
苦
口
は
、
さ
一u
有

へ
き

な
、
糎
が
入
用
一散

ド
未
納
…な
糎
細
に
さ
ぜ
て
、
霊
ハ代
金
た
取
ろ
事
小口
A
可
無
之
政
也
、
希

く
ば
是
も
可
能
出挙
也

」
一匹

灯

。

二

烈

公

の
重

震

い
ひ

「
朝

な
ダ
な
飯

く

ふ
毎

に
忘

れ
じ
な

め
ぐ
ま

の
民

に

め
ぐ
ま

る

、
身

は
」

こ
れ
は
烈
公

の
詠
ま
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
公

は
農

夫

の
偶
像
を
作

っ
て
御
膳

の
上

に
置

き
、
食
事

の
度
毎

に

先
づ
初
穂

の
心
を

以

て
、
御

箸

で

】
つ
ま

み
つ

、
御
飯

を
御
供

へ
に
な

っ
た
。

こ
れ
が
有
名
な
「
烈

公

の
農
人
形
」

で
あ

っ
て
、
爾
来
侍

臣
は

こ
の
農
人

形
を
呼

ん
で
「
御

百
姓
」
ε
い
ふ

に
至

っ
た
。

ま
た
公
は

「
古

よ
り
賢

君
は
民

を
見

る
こ
ε
猶

ほ
慈
母

の
赤

子

に
於
け

る
が
如

し

`

い

へ
り
、

さ
れ
ご
我
は
少

し
く
之

に
異
り

て
、

百
姓

を
ば
我

の1水 戸藩史料別 記上、312頁



、
.

乳

母
な
b

ご
思

ふ
。
我
は
百
姓

に
向

て
何
等

の
憐

を
施

さ
ざ

れ
ご
、

百
姓

は
我

の
爲

に
は
命

を
繋
ぐ

べ
き
も
の
を

輿
入

b
、
共

恩
や
乳

母

ご
何

の
撰

ぶ
所
.か
あ
ら

ん
や
L
・
ご

い
は
れ
た

そ
う

で
あ

っ
て
、
公

が
居
常

深
く
心

を
農
事

ユ

　

に
致

せ
し
こ
ξ
は
、

r
こ
の

】
事
を
以
て
す

る
も
想
像
に
難

か
ら

漁
所

で
あ
る
。
猶
「
水
府
公
献
策
」
を
見
る
も
重
農

の
思
想
は
め
ら
は
れ
て
み
る
。
例

へ
ば

「
農
民
は
天
下

の
本

に
て
、
凡
今
日
の
食
物
を
は
じ
め
皆
農
民

の
作
り
出

し
候
品
に
て
、
貴
賤
共
身
命
を

つ
な
ぎ
候
事
故
、
世
の
中

に
五
穀
程
大
切
成
も
の
は
無
之
、
金
銀
銭
は
五
穀
其
外

諸
品
を
融
通
致
し
候
爲
の
品

に
て
候
得
ば
、
五
穀
は
本

に
て
金
銀
は
末
に
御
座
候
、
さ
れ
ば
政
事
の
仕
向
に
て
、

五
穀
を
本
に
致
し
候
得
ば
米
穀
多
く
、
諸
品
も
や
す
く
、
世
の
中
、
穏

に
て
金
銀
少
く
俟
て
も
事
敏

き
不
申

(騨
)

御
大
政
を
取
扱
候
御
役
人
共
心
を
用

ひ
、
農
民
は
天
下

の
本

ご
中
研

に
目
を
附
、
御
代
官
等
人
物
も
攫
み
農
業
繁

昌
仕
候
様

い
た
し
」
云

々
ご
め
る
が
如
き
そ
れ
で
あ
る
。

凡
そ
徳

川
時
代
に
於
て
農
業
は
立
国
の
本
ε
し
て
、
或
は
国
民

一
般

の
生
命
を
維
持
す

べ
き
主
要
な
る
食
料
を

産
出
す
る
職
業
ε
し
て
、
將
だ
叉
「
米
遣
ひ
の
経
済
」
の
時
代
の
こ
`
ご
て
、
財
政
上
に
於
て
も
重
要
な
る
も
の
ε

し
て
考

へ
ら
れ
、
こ
れ
に
擦

っ
て
幕
府
諸
藩
の
鋤
農
政
策
が
起

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
農
民
そ
の
も
の
の
生
活
は

極
め
て
悲
惨
な
も
の
で
あ

っ
て
、
農
民
を
農
民

ご
し
て
重
ん
じ
た
も
の
で
は
な

い
、
こ
ご
は
嘗
て
沈
…
べ
π
所

の
如

く
で
あ
る
鋤
水
戸
藩
の
場
合
に
於
て
も
亦
同
様
で
あ
る
ご
考

へ
る
。
烈
公
が
農
人
形
を
造

っ
た
b
、
叉
百
姓
は
我

が
乳
母
な
り
ご
か
、
或
は
叉
農
民
は
天
下
の
本
で
あ
る
ご
説
い
て
居
る
が
、
當
時
水
戸
藩
に
於
て
も
農
民
は
重
視

説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
+
六
巻

(第
五
號

=

七
)

八
四
九

水戸藩 史料 別記上、26頁 。重田定一、農 人形(良 説史話4[7頁)。 内務 省地 方局、田1)
國都市317頁 。同 局編地方行政史料小 鑑111頁 にに農 人形 の圖あ り。
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讃

苑
.

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

・第
+
六
巻

(第
五
號

=

入
)

八
五
〇

に
苦

ん
で

お
っ
た

こ
ご

で
も
あ
b
、
叉
烈

公

の
右

の
如

き
言
行

の
根
本
は
、

こ
う

し
て
も
米
穀
を

重

ん
ず

る

ε

い

.

ふ
黙

に
在

胤
こ
ε
は
、
右

の
女
面

に
於

て
も
、
明

か
に
看
取

し
得

る
所

で
あ

っ
て
、
重
農

の
意
味

は
、
や
は
り
農

業

本
位

の
意
味

に
外
な

ら

の
こ

ε
ご
思

ふ
。

三

烈
公
の
穀
物
政
策

公

が
農
業
を

重
現
せ

し
こ
・し
は
以

上

の
如
く

で
あ
る

が
、
米

の
生
産

が
主

ε
し

て
気

温
風
雨

の
如

き
自
然

の
状

況

に
よ

っ
て
左
右

せ
ら

れ
、
且

つ
鎖
国
.ε
、
.園
内

の
交

通
不

便

ε
、
藩
卦
楡
出

入
政

策

ご
の
陀

め
、
容
易

に

　
方

の
凶
作

を
他
方

の
豊

作
で
相
殺

す

る

こ
ε

の
出
來
な

か

っ
た
當
恥

に
於

て
は
、
天
恵

少
き
場
合

に
は
飢
饉

の
災

厄

に
會

ふ
こ
ご
多

く
.
而

も

一
度
之

れ
が
襲

來
を
見

む
か
、
草

根
木
皮

よ
り
牛
馬

犬
猫

に
至

る
迄
、
悉

く
食

ひ
盤

し
、

甚

し
き
に
至
b

て
は
、
人
肉
す

ら

之
を
.食
ひ

し
が
如

き
惨
状

は
、
屡
繰
b
返

さ
れ
た

る
所

で
あ

っ
た

か
ら
、

こ
の

飢
餓

に
謝
す

る
憂

慮
は
實

に
甚

し
き
も
の
が

め

っ
た
。
「
金

繰
珠
玉
飢

而
食

ふ

べ
か
ら
す

ご
申

候

、
さ
す

れ
ば
何

よ

り
貯

穀

に
勝

b
候
手
當

ご
申
は
無

之
事

に
而

、
何
程

の
武

人

に
て
も
飢
候

而
は
働
も
出

來
不
申
事
故

、
兎
角
家
督

以
来
米

の
世
話

の
み

い
た
し
候

事

に
候
」

-し
い

へ
る
が

如

き
共
嗅

情

を
一ボ
す

も

の
で
は

な
か
ら

う
乎
ゆ

加

ふ
る
に

水
戸

藩

は
上
述

の
如
く
小
封
瘠
土

で
あ
り
、

且
國

吊
多

く

し
て
、
常

に
財
政

困
難
を
告

げ

て
お

っ
た

、
藪

に
於

て

か
公
は

こ
れ
に
備

ふ
る
が
た

め
、
.田
楽
得

る
だ
け
多

く

の
米
穀
を
牧

む

る
ε
共

に
、成

る
.べ
く
消
費
を
節

約
し
、
或

1)

2)

天 明 年 度 凶 歳 日記(口 本 米 食 史513頁)

.外 國F於 て.も 同 機 の 剛 あ り 、Cunningham,TheGrowthofEnglish工ndustry

乱ndCommerce,Early&Midd]eAges,5th・ed.P・388・

水 戸 藩 史 料 別 記 下 、453頁 。
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は
凶
年

の
た
め
に
貯
穀
を
な
す

の
必
要
を
痛
切
に
認
め
た
次
第
で
あ
る
が
、
技
術
の
進
歩

に
よ
っ
て
生
産
を
増
加

す
る
が
如
き
は
甚
だ
困
難
な
事
で
あ
り
、
他
藩
か
ら
輸
入
も
容
易
で
は
な
く
、
消
費
の
節
約
も
多
く
を
期
待
す
る

こ
ご
が
出
來

海
こ
す
れ
ば
、
當
時
の
備
荒
策

こ
し
て
は
、
貯
齪
政
策
が
最
も
必
要
な

る
も
の
で
め

つ
π
こ
ε
は
之

を
認
め
ざ
る
を
得

融
、
又
饑
饉

に
遭
遇

せ
し
場
合
叉
は
其
前
後
に
於
て
、
窮
民
救
恤
そ
の
他

の
救
済
策
の
行
は
れ

し
こ
ξ
は
勿
論
で
め
る
が
、
か

、
る
場
合
に
は
穀
物

の
需
給
投
合
の
携
呪
は
著
し
く
掩
齪
せ
ら
れ
、
從

っ
て
穀
償

の
激
製
を
見

る
を
常
ご
す

る
。
故
に
こ
の
場
合

に
は
需
給
適
合
の
た
め
、
即
ち
戦
債
調
節
の
た
め
に
種

々
の
政
策

を
廻
ら

さ
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
水
戸
藩
の
場
合
に
於
て
も
同
様
で
め

っ
て
,
救
済
策

の
外
に
穀
債
政
策

が
可
な
b
行
は
れ
π
。
余
は
先
づ
備
荒
策
を
説
き
、
次
に
穀
儂
政
策
を
概
観
す
る
で
あ
ら
う
。

一
、
備

荒

策

、

・

「
蕩
々

一
今
年
も
凶
作

に
て
は
國
中
士
民

の
扶
助
如
何
は
せ
ん
ε
日
夜
.心
思
を
苦
め
候
。
天
地

の
憂
災
は
人
の

力
に
及
び
兼
候
得
共
、
人
は
萬
物

の
蜜

ε
足
れ
あ
り
候
得
ば
、
上
下

一
致
し
て
人
事
を
霊
し
候
は
ゴ
、
其

一6
天
地

に
通
じ
、
攣
災
も
甚
し
き
に
至
ら
す
し
て
止
み
澱
べ
し
。
た
ご

へ
攣
災
や
ま
す
`
も
、
人
力
を
鑑
し
た
る
上

に
て

土
下
も
ろ
ε
も
に
飢
に
及
ぶ
は
天
命
な
り
。
君
子
は
民
の
父
母

ご
有
之
候
得
ば
、
か
b
そ
め
℃
も
國
中
敷
十
萬
入

の
父
母
己
仰
が
れ
候
上
は
、

い
か
で
子

の
飢

に
せ
ま
る
を
見

る
に
忽
ん
や
。

こ
れ
に
よ
り
て
今
日
よ
り
七
日
の
問

精
進
潔
齋
し
て
鹿
島
、
甜
、
吉
田
等

へ
五
穀
成
就
萬
民
安
稔
の
大
願
を
立
候
得
共
、
日
々
平
常
の
食
噛
用
ひ
候
て

説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
枕
政
策

第
十
六
巻

、(第
五
號

】
一
九
)

入
五
一



説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
+
六
巻

(第
五
號

一
二
〇
)

入
五
二

は
恐
懼

之
事
故
、
我

等
並
簾
中

初

　
同

、
今

日
よ
り

日

々
粥

を
食

し
上
は
天

の
怒

を

つ
、
し
み
、
下

は
民

の
患
を

。

ぜ

り

備

鎌
難
就
欝
欝
鷺
漏
慰
隷繍
鰯
建
禦
鰻
難
編
痛
切械
.鼎
櫛

も

　

次
第
に
米
穀
を
あ
ま
し
候
は
ゴ
、
國
中

に
飢
餓
の
民
は
無
之
道
理
な
り
」
云
々
。
こ
れ
は
烈
公
が
天
保
九
年
六
月

添
匡
則

三
・
講

・
氣
簿

・
憂
へ
王

民
・
諭
・
た
庭
・
　

　

蕎

様
の
事
例
舞

そ

公
が
如
何

講

翫

讐

封
・
・
覆

せ
・
か
が
明
か
・
あ
・
.
而
・
・
気
葉

順
…

、
水
害
ぞ

・
李

震

・
・
場
合

講

助

年
上
年

に
、
右
の
如
く
齋
戒
沐
浴
し
て
豊
年
を
斫
り
ん
如
き
は
、
争

奪

も

.
其
他

の
薩

的

の
方
督

し
て
、
或
は

傲
襯

飯
米

の
喰
延
ば
、
を
勧
め
喝
或
は
稗
を
棄
蒔

に
す

る
の
案
を
立
て
寝
郡
宰
に
耐眈
り
し
・
あ

り
・註
.
、或
は
自
ら
水

簸

揚
機
械
を
考
案
し
、
雲
霓
磯
ご
名
づ
け
て
大
旱
の
際
の
用

に
供
し
、
或
は
備
荒
殖
産

の

【
助
ε
し
て
寒
暖
計
井

に

日
月
。8

蟻

+
部
を
郡
廉
に
下
階
・
た
こ
一

㌦

然
し
最
も
重
要
な
る
政
策
は
貯
穀
に
關
-

も
の
・
ち
足
れ
で

鎌

継
拙蝋
纈

〔計
巴

「
常
四年

に
土
用
中
時
氣
不
宣
候

へ
げ
一定
而
苗
に
不
作
ε
被
存
候
、
(山
下客
)
日
夜

考
甲
候
所
、
不
作
の
所
ば
無
餓
儀
候

へ
ば
可
献
…所

に
種

々
古巣
一時

・
警

候
}

、
麓

寮

垂

岳

年
・
時
聾

・
可
相
成
・
、
歪

昂

威
見
機

上
・
霧

候
程

時
節
参

れ
候

糊
胡
酷

.

故
・
先
づ
心
付
震

・
申
聞
候
穿

褄

蜂

郡
宣

同
相
談
の
寺

然
誓

申
㌫

史
年
年
年

藩
四
九
六

。

戸
保
保
保
む

水
戸

藩

の
貯
穀
策

ε
し

て
は
、
既

に
早

く
義

公

の
塒

よ
め
貯
稗

の
制

度
が
み
り
、
爾
來
世

力
其

法
を
織
細

し
、

水
天
天
天
し

明
治
維
新

に
及

ん
だ
も

の
で
あ

る
が
、
稗
は
久

し
き

に
堪

え
最
も
救
荒

に
適

す

る
を
以

て
之
を
雑

税

に
擬

し
、

高
.

η
の
り
の

'

`



聞

百

石

に
付

、
三

石
の
割
を
以

て
徴
牧

し
、
各

部
便

宜

の
地

に
倉
稟

を
設
け

て
之

を
貯
穢

し
た
。

然

る
に
天

明
飢
饉

以

後
、
.豊

年
相
続

き
し
π
め
、
人
皆
凶
荒
を
忘

れ
多

少

緩
怠

の
弊
セ
生
す

る
に
至
り

し
も
、
當
時
省

二
十

餓
萬
俵

を
貯
戯

せ

る
有
様

で
あ

っ
た
。
公
は
天
保

二
年
三
月
此

年
気
候

の
不
順

な

る
を
見

て
早

晩
飢
饉

の
攣

あ
ら

む

こ
ご

を

誤
れ
、
内
帑
金

千
圓
を
出
[し
以

て
稗
六

萬
羨
隙

を
増

書

せ

し
め
、

且

つ
之
が
制
規
を
嚴

に
す

る
に
至

り
、

こ
れ

ε
同
時

に
勘
定
奉

行

に
命

じ
て
米

五
千
飴
俵

の
質
却

を
中

止

し
て
以

て
飢
歳

に
備

へ
し

め
た
貯

こ
れ
等

の
備
荒
貯

穀

の
制

ε
、
他

の
慰
急

諸
施

設

ご
に
よ

っ
て
、

か
の
天

保
癸

巳

(剥
)
の
風
災

、
及
び

丙
申

〔靴
)
の
飢
饉

の
際

に
も
、

藩
内

に
は
曾

て

一
人

の
餓

季
を

も
出

さ
な

か

っ
た

ド
}構

せ
ら

れ
て
居

る
、
其
後

安
政

二
年

に
も
凶
年

の
慮

れ
あ
り

ε
て
人
員

に
諭

し

て
米

穀
な
り
叉
は
稗

な
り
を
貯
蓄

す

る
こ
ご
に
努

め
し

め
た
凶

こ
の
貯
穀

に
關

達
し

て
街

、
義

倉

耐
食

及

び
常
半
倉

に
…關
す

る
種

々

の
討

議
が
行
は

れ

、
そ

の
中

に
は
實
施

さ
れ

た
事
柄

も

め
る
が
、
此
等

の
こ

ε
に
關

し
て
は
題
目

を
改

め
て
詳
説
す

る
筈

で
め
る
か
ら

、

こ

、
に
は
省

い
て
お
く
。

〔註
)

か
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
ば
、
彼
れ
憤
死
に
先
立
つ
五
年
前
に
親
治
形
式
論

(..弓
ωご
①「
閃
調
印①「巨
。q
甲
聞
。「旨
Φコ
.し
ご
題
す
る
一
書
か

公
に
比
、
「
名
君
ぐ㌧
い
ば
ろ
k
者
に
、
凶
年
の
救
済
、
鰻
曄
の
豫
備
の
た
め
に
、
常
に
穀
寛
々
充
貴
し
、
之
な
維
持
す
る
に
努
む
ろ
」旨
な
述
べ
て

居

る
。
之
に
射
し
て
に
か

≧

議
論
に
謬
論
で
あ

ろ
あ

意
見
も
あ
肱

も
・ま

り
絶
対
的
に
承
認
し
侵

へ
き
も
の
で
憂

い
が
・
少
く
"竃

我

国
の
徳
川
時
代
の
場
合
に
於
て
は
首
肯
す
べ
き
鮎
が
少
く
な
い
ぐ」思
ふ
。

二
、
報
償

調
節
策

(其

一
)

公
は
初
改

易
來
、
天
災
饅

饒

の
厄

に
備

ふ
る
窪
め
に
盈
す
庭

が
あ

っ
た

が
、

天
保
七

年

に
至

っ
て
遂

に
饑
饉

の

説
.
苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
十
六
巻

(第
五
號

=
一
一)

八
五
三

5)
6)
9)
10)

雑嚢 騰 欝1鑑 纈!l朧 聾難1868r-wo買.
Braun-Wiesbaden,VonFriedrichdemGroszenhiszumFurstenBismark.

1882S.62-69、

■



「

説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
十
山ハ巻

(第
五
號

=
一二
)

八
五
四

襲

ふ
所

こ
な

っ
た
。
足
競

は
春

か
ら
夏

に
捗

り
淫
雨
冷

涼
、
月

を
累

織

る
も
恢
復

せ
す

、
公

は
饑
餓

の
避

く
可
ら

ざ
る
を
見
て
種
々
な
る
業

を
講
じ
・
且
特
に
人
材
を
駕

し
て
之
が
芒

當
ら

し
・
し
も
の
で
あ
・
馬

當
時

の

の
作

柄

の

歌

呪

は

左

の

上

申

書

に

示

す

如

く

實

に
甚

し

き

不

作

で

あ

っ
た

。

當
申
田
畑
御
損
毛
高

田
.
十
五
万
五
千
六
百
七
†
八
石
四
升

】
合

丙
、
十
三
万
二
千
三
,肩
二
十
六
石

三
斗

三
升
五
合

皆
無

(
入
分
五
厘
)

二
万
三
千
三
百
五
十

　
石
七
斗
六
合

中
傷

(
一
分
五
厘
)

畑
、
拾
七
萬
八
千
六
石

二
斗
大
升
七
合

丙
、
九
萬
七
千
九
百

三
右
四
斗
四
升
七
合

皆
無

(
五
分
五
厘
)

四
萬
四
千
五
百

一
石
五
斗
六
升
七
合

中
傷

〔
二
分
五
厘
)

三
萬

五
千
六
百

一
石
二
斗
五
升
三
合

小
傷

〔
二

分
)

右
御
領
中
田
畑
當
夏
中
不
順
之
冷
氣
数
度
之
大
風
両

に
而
風
當
冷
立
水
押
砂
押
水
腐

に
罷
成
御
抜
毛
高
大
岡
書
面
之
沌
り
御
座
候
以
上

+

月

御
郡
奉
行
共

の

(因
に
、
當
年
東
.海
道
全
畿
の
作
柄
に
四
歩
五
厘
作
`
禰
ゼ
ら
ろ
一

十
月
調
)

此

凶
荒

に
際

し

て
公

の
探

っ
た
所

の
政
策
は
単
純

な

る
救
恤
策

に
旙
す

る
も
の
も

あ
り
、
或

は
穀
物

の
需
要
適

合
從

っ
て
米
償
調
節
を

目
的

ε

し
た

る
も

の
も
あ

っ
た

。
嬉

に
は
後
者

に
就

い
て
述

べ
て
見

セ

い
。

(註
)

米
償
調
節
策
ざ
救
済
策
と
瀞
匿
別
す
ろ
ご
ざ
11
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
が
、
大
禮
に
捨
て
無
償
恩
恵
的
の
施
米
の
如
奇
、
或
ば
窮
民
の
み
々

の

相
手
ε
す
ろ
穀
物
の
挑
下
の
如
暫
、
農
民
救
潴
の
爲
の
夫
食
種
籾
の
賞
典
の
如
き
は
救
済
策
に
属
す
る
も
の
ぐ、考
へ
ろ
。
天
保
七
年
の
水
戸
藩
の

1)
2)
3)
4)

水 戸藩 史糊 哩言巳一L、509.5[g頁o
同 上528頁Q

堂 島薄 書巳(徳III時 代商 業 叢 書 第 二)279頁o

拙 著 江 戸 幕 府 の米 慣調 節 ア[頁 ・
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場
倉

於
て
も
積
る

螢

筆

行
蕊

た
・
例
.へ
ば
窮
民
錺

の
た
め
に
・
物
轟

四
蔑

集

饗

し
旭ミ

七
隼

具

の
山
門
羅

器

の

民
准
救
恤
す

ろ
た
め
特
に
米

百
二
十
看
た
廉
債
ド
柳

下
け
叉
種
籾
三
千
優
存
賞
典

ぜ
し
こ
ご
(
七
年
十
二
月
)
、
籾
四
千
優
だ
廉
便

に
郡
臆

に
挑
下

η

け
て
救
済
の
用

に
供

ぜ
し
め
、
叉
貧
村

に
あ
り
て
ば
村
吏
に
命
じ
て
粥
々
炊
著
て
其
附
近

に
施
興
し
(
入
牢

】
月
)
、
更

に
叉
八
年

二
月
二
十
九
凹

の

に
も
米
五

百
餓
石
た
四
部
騒

に
下
附
し
工
窮
民
に
施
與

ぜ
し
如
き
、
そ
れ
で
あ

る
、
其
他
饑
饉
時
に
騒
げ

ゐ
代
用
食
物

や
時
疫
妙
薬

に
つ
い
て
の

93

注
意
だ
興

へ
〔七
年
六
月
、
久
年
二
月
)
、
食
物
な
成

ろ
べ
く
多
く
ぜ
む
が
た
め
に
、
藩
内
鷹
揚

の
禁

た
解
き
公
衆

の
漁
猟

な
許
し
且

つ
鳥
視
な
現

フ

　

ロ

玉

除
し

〔七
年
†
月
)
M
或
に
昧
囎
二
千
五
百
樽
な
製
造

し
原
便
為
以
て
市

郡
聴

匹
佛

下
げ
、
救
助

の
料

に
供

す
ろ
(
七
年
十

】
月
)等

の
こ
ピ
も
行

に

切

れ
、
叉
多
く
の
場
令
に
於
て
行
ば

る
ろ
如

く
金
穀
た
出
し
て
窮
民

に
施
興
冠
し
』

の
な
賞
す

ろ
こ
こ
(
八
年

一
月
)
も
行
に
れ
た
所
琉
め
る
が
、
救

ゆ

誇

毒

・
箆

・
献
害

、
あ

姦

士
に
探
、
の
製

、
嬰

金
郷
士
。
讐

士
風
に
竃

り
芝
。
轟

。
、
れ
。
。
2
μ
.
助

而
し
て
此
時

の
救
済
策

ば
濁
り
封
丙
の
庶
民
の
み
に
止
ら
ず

、
當
時
世
人
の
興
に
齢
ぜ
さ
り
し
乞
巧
の
徒
に
至

る
遙
、
偏
く
救
済
し
、
尚
且
他

邦

均

よ
り
の
流

民
に
も
及
ぼ
ぜ
し
も

の
で
あ
り
、
守
山
、
長
沼
、
宍
戸
の
三
池
枝

へ
も
稗
三
千
八
百
徐
俵

か
賑
貸
し
、
且
米
穀

な
も
こ
れ
等
三
支
藩
亜

励

に
隣
藩
土
屋
家

へ
賑
給
し
て
其
筈
鎖
内

の
救
恤
の
季
寄
に
供
し
れ

ミ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
飢
民
の
状

況
井

に
救
済

の
結
果
に
つ
い
て
に
、
水
戸
藩

史
料

に
載
す

る
所
の
西
南
二
部
よ
り
の
報
肯

に
つ
い
て
見

ろ
に
、
救
恤
至
ら
ぎ
ろ
所
な
く
、
此
凶
歓

に
腱
し

曳
、
饑
餓

日
…夕
に
迫

ろ
が
如
き
も
の

の

な
出
さ
ざ
り
し
こ
ピ
た
知
る

に
足

る
。
而
し
て
此
等

の
救
済
の
た
ぬ
に
消
磨

ぜ
し
穀
物
に
、
稗
の
み

に
て
も
十
五
萬
七
千
隙
優
に
上

っ
た
乏
い
ふ

瑞

こ
ご
で
あ

る
。

徳
脱
勝
代
に
於
て
米
慣
調
節
の
た
め
に
探
用

さ
れ
た
方
法
は
種
々
あ
る
が
、
こ
れ
を
概
括
す
れ
ば
、
償
格
干
渉

助

政
策

ご
需
給
適
合
政
策
ε
、
資
金
融
通
政
策

`
取
引
政
策

ご
の
四
者

こ
な
す

こ
ε
が
出
來
る
。
而
し
て
水
戸
藩
に

於
て
行
は
れ
た
調
節
策
は
、
主
ご
し
て
需
給
適
合
政
策
で
あ
り
、
且

つ
饑
饉
恥
に
米
債
引
下
の
泥
め
に
行
は
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
謂
需
給
適
合
政
策
も
、
供
給
を
増
加
す

る
方
策

ご
、
需
要
を
減
少
せ
し
む
る
方
策
ご

観

苑

水
戸
烈
曇
の
穀
物
政
策

第
+
六
巻

(第
五
號

=
一三
)

入
五
五

6)

8)

1〔り

12)

同上537頁 。

同上55唄 。

同上526貝 。

同 上5斗8買 。
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設

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
十
六
巻

(第
五
號

】
二
四
)

入
五
六

の
二

つ
に
外

な
ら

諏
。
前
者
即

ち
供
給
増

加
策

ご
し

て
は
穀

物
輸
出

入
政

策

、
占
買

禁
止

、
米
穀

買
上

彿
下
等

の

方
法
を
認

む

る
こ
ご
が
出

家
る
。

元
来

水
戸

藩

に
於

て
は

、
半

時

に
は
穀
物

の
輸
入

を
禁
じ
、
之

れ
が
輸
出

を
許
し

て
お

っ
た

の
で
あ

る
。
常

陸

帯

に
周
く

「
我

が
藩

に
は
八
穀

の
禁
あ
b
で
其

注
北

殿
な

り
、
是
は
穀

の
傾
賎

し
け
れ

ば
士
民

の
難
儀

こ
な

る
故

半
年

に
は

一
粒

な
り

`
も
他
邦

の
穀
を
境

内

に
入

る

る
こ
ε
を
禁

じ
、
境
内

よ
b
出
す

こ
ε
は
禁
せ
す

。

さ
て
領

中
敷
債

の
貴

き
を
患

ふ
る
時
は
、
他
邦

へ
出
す

こ
ご

を
禁
じ
、
ま
た
凶
年

に
至

て
は
学
年

に
引

か

へ
、
八
穀
を

許

し
出
殻
を

禁
ず

。
其

開
閉

に
よ
b

て
自

ぢ
古

の
謂

は

ゆ

る
常
卒

の
意

に
叶

へ
り
。
是

か
し

こ
く
も
始
祖
威
公

の
定

助

め
給
ふ
所

に
し
て
不
易
の
良
法
ε
す

べ
し
」
云
々
ε
。
烈
公
の
時
代
に
於
て
も
穀
物
輸
出
入
に
關
す
る
事
例
は
少

C
な
い
。
例

へ
ば
天
保
二
年
に
は
、
始
め
凶
作
の
懸
念
が
め
り
、
後

に
天
候
恢
復
せ
し
た
め
愁
眉
を
開
き
し
こ
ε

は
既

に
述

べ
た
所
の
如
く
で
あ
る
が
、
同
年
二
月

に
八
穀
を
許
し
、
出
穀
を
停

め
、
八
月
に
之
を
改
め
て
前

の
通

b
入
穀
を
停
止
し
だ
。
天
保
七
年
の
凶
漱

に
際
し
て
は
同
年
山
八
月

に
輸
入
に
.就

て
ば
、
穀
物
の
輸
入
を
認
む
る
も

入
酒
は
是
迄
通
り
禁
ず

る
こ
`
ご
し
、
輸
出

に
就
て
は
.、
始
め
大
小
豆
の
外
、
穀
物

の
輸
出
は

こ
れ
を
禁
じ
、
醤

油
は
輸
出
を
許
し
た
が
、
醤
油
は
輸
出
を
許
し
た
が
、
後
天
小
豆
の
輸
出
を
も
禁
じ

〔註
)
八
月

に
至

っ
て

一
層
囲

穀

の
制
を
厳
重
に
し
た
。
即
ち
當
特

「
頻
に
諸
穀
直
段
引
上
候
に
付
利
欲
に
迷
ひ
洩
穀

い
た
し
候
も
の
有
之
歎
之

趣
相
聞
候
庭
(囎
)
以
来
右
様

の
も
の
有
之
は
召
捕
嚴
重
申
付
振
も
有
之
に
條
」
云
々
の
諭
達
も
見
え
て
居

る
醜

14)
16)
18)
20)

同 上509頁 。
同 上547買 。
同 上563頁 。

東 湖 全集85頁o

13)

15)

1?)

エ9)

同上539貝 。

同 上516.546頁 。
同 上541-546頁 。

拙 著 、江 戸 幕府 の米 領 調 節61頁 。
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唱

(延

命
・
天
保
二
年
及
び
七
色

於
け

姦

物
輸
出
入
の
鯛
難

示
ぜ
ば
次

の
如
く
で
あ

る
・

米
穀

高
直
に
て

一
統
難
儀

の
趣
に
付

、
此
度
他
領
二
り
八
穀
御
免

に
相
成
候
峰
其
旨
相
心
得

、
寺
肚
門
前
に
至

ろ
迄

、
無
洩
可
申
燭
候

、
右
見

届
早

々
相
返
可
申
候
。

同
年
八
刀
二
目

米
敷
高
直
に
て

一
統
難
儀

の
趣
に
付

、
當
二
月
中
、
他
傾
よ
り
入
穀
御
免

ピ
相
成
居
候
腱
、
前

々
之
通

人
穀
御
停
止
敬
仰
出
候
條
、
其

賢
相
心

得

、
寺

肚
門
前

に
至
迄
無
洩

可
申
燗
候
、
且
他
領
調
置
候
品
た
り

ε
も
、

「
圓
引
取
候
様
不
相
成
候
條
、

心
得
違
無
之
襟
に
、
以
書
付

町
中
燭
候

右
見
個
刻
付
順
達

可
致
候

。

同
七
年
六
月

+
二
日

相
漿
米
穀
高
直

に
て
難
儀
の
趣
相
附
候
に
付

、
此
節
よ
り
都
て
穀
物
入
穀
御
免

、
出
穀
の
儀

に
大

小
豆

の
外
御
指
留
、
且
入
酒

の
儀

ば
是
迄

の

轟

指
留
・
醤
油
の
讐

・
他
所
出
殻
徐

に
唇

日・
御
達
有
之
條
其
旨
想

得
・
村
中
無
熱

肚
門
前
に
蓬

可
相
撲

鳥

見
届
刻
目
順
達

観
候
に
聖
役
所

へ
可
返
候
q

同
年
六
月
廿
九
日

相
続
米
穀
高
直
に
て
難

価
の
趣
翫
聞
候
に
付

・
大

小
豆

の
外
出
親
御
措
置

障
相
戊
居
候
雌
、
此
節

よ
り
右
大
小
豆
ε
も
、

「
睡
出
穀
御
指
留
相

成
候
條
、
其
旨
相
心
得
、
村
中
津
祉
門
前

に
至
迄

、
無
洩
可
相
違
、
鳥
見
届
早

々
刻
目
順
遼
・
留
候
村
よ
り
役
所

へ
可
返
候
。

天
保
+
年
二
型

.芋

H

の
郡
奉
行
の
達
に
義

昊

豆
に
限
り
輸
出
辞

し
た

き

」
も
あ
っ
た
・
則
ち

「
出
敷

の
禦

麗

・
此
節
轟

大
豆

巳

限
り
他
所
出
御
免
匿
相
成
候
條
、
他
所
出
行
候

も
の
有
之
候
は
讐
俵
鍛
役
所

へ
申
出
・
穀
留
番

所

へ
中
断

な
以
て
通
行
致
候
筈
に
候
間
、
心
得
違

圏

無
之
標
、
無
洩
可
申
達
、
此
返
衣
見
居
候
早
々
」

か
(
藩
外

よ
り

の
穀
物
輸

入
の
途

を
開

き
輸
出

を

禁

じ
、

且

つ
消
歴

の
制
限
を
命
ず

る
所

が
あ

っ
陀
け
れ
こ
も

説
.
苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
十
六
巻

(第
五
號

】
二
五
)

入
五
七

21) 水 戸 藩 史 料別 記 上 、515頁 。

22)鐵 糟 鼎聡鱗 灘 譲 縣矯症 揮 懲1評 水噛 こ焚物米領
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9

読

苑

永
戸
烈
云
の
穀
物
政
策

第
†
六
巻

(第
五
號

一
二
六
)

八
五
入

(雌
)
饑
饉

は
水
戸

藩

の
み
の

こ
一し
に
あ
ら
す

、

か

、
る
非
常

の
際

に
於

て
他

藩

よ
り
穀
物

の
輸

入
を
計

る
は

極
め

て
困
難
な

る

こ
ざ
で
あ

っ
た
に
相
違

な
く

、
殊

に
他

国
よ
り
水
戸

へ
逃

れ
来
り

し
貧
民

も
少

か
ら

ざ
り
し
程

の
こ

の

ε
で
あ
る
か
ら
η
水
戸
城
下
の
穀
物
は
俄
に
減
少
を
楽
し
、
償
格
亦
從
て
暴
騰
す

る
に
至
り
し
を
以
て
、
藩
政
府

.
は
市
中
郡
宰
の
意
見
を
徴
し
、
藩
内
私
有
の
穀
物
を
調
査

し
、
叉
奸
商
の
古
賢

せ
る
米
穀
を
買
上
げ
て
、
之
を
廉

積
量

下
ぐ
る
こ
ξ

行
は
れ
㌦

こ
の
こ
忌

藩
士
高
糎

貞
の
籠

・
票

で
・
…

)・其
難

年
±

月

に
、
さ
き
に
江
戸
勘
定
奉
行
に
擢
用

さ
れ
し
川
瀬
激
徳
が
、
米
穀
五
千
八
百
鯨
石
を
買
入
れ
て
蹄
永
し
た
る
こ
ε

幅

勿
譲

塗

の
蔀

薦

三

き
も
の
で
あ
る
・
蓋

天
保
±

年
六
月
に
は
・
覆

不
順
秀

凶
荒
屠

ら

ん

こ
`
を
瞑

れ
て
、
買
穀

の
議
を
唱

へ
し
も
土
用

後
暴
威
漸

く
加
は
り
、
氣
候
恢

復
し
た

る
た

め

こ
れ
を
中
止

狗

し

た

る

如

き

事

例

も

あ

る

。

〔註
)
「
御
晋
請
手
代
よ
り
近
頃
御

暇
に
相
戊
候
小
野
寺
愚
論
細
谷
村
河
岸
糟
屋
入
次
郎
橡
並
穀
類
多
分
〆
買

い
穴
し
概
、
世
上
を
騒

か
し
敷
直
段
等

狂
は
し

}
切
賃
出
不
申
優
位

、
此
節
御

都
方
に
て
右
両
人
共
穀
物
類
〆
買
い
直
し
置
費
出
不
磨
候
間

、
申
付
標
有
之
候

へ
共
用
措

い
た
し
、
買
置

候
馨

入
儀

典
儘
封
印
い
た
し
離

陸

て
饗

上
に
蔑

中
之
河
岸
へ
會
所
墨

看

馨

立
夏

塗

盆

て
御
救
の
た
轟

暫

も
相

助

成
由
之
事

」

以

上

の
政

策

は
吉

ふ
迄

も
な
く
穀
物

の
供

給
を
成

る

べ
く
多

か
ら
し

め
む

・し
す

る
も

の
で
あ

る
が
、

こ
れ
ε
同

時

に
穀

物

の
清
歴
を
成

る

べ
く
少

く
す

る
こ
`
も
必

要
で

め

る
。

こ
れ
即
ち
需
要
減
少
策
.で
あ

っ
て
、
水
戸
藩

に

畑

於

て
は
次
の
如
き
酒
造
制
限
、
菓
子
其
他
の
用
途

に
米
穀
を
冗
廃
す
る
こ
ご
の
制
限
を
見

る
に
至

っ
た
。

26)
27)
28)

同 上649652頁 。

同 上516頁 。
1同上513.516頁o

23)水 戸藩 史料 別 記上 、5[6頁 。
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當
年
不
作

に
て
米
償
高
直
に
付
酒
造
井
大
酒
共
御
蓋
留
相
成
候
條
其
旨
可
被
相
違
事
、

但
、
濁
酒
造
之
儀
は
指
冤
、
前
萱
之
外
割
萱
は
不
相
成
候
事
(既
に
し
て
濁
酒
の
醸
造
を
も
禁
じ
た
×
八
月
)

當
年
不
氣
候
に
而
米
贋
引
上
候
に
付
、
米
を
鉄
製
候
菓
子
類
来

る
十
月
朔
日
よ
り
御
指
留
に
相
成
候
條
、
小
変

#
雑
石
に
て
製
候
菓
子
類
費
買
い
た
し
候
様
可
被
相
蓮
事
、

蹴

(註
)

天
保
七
年
の
飢
饉
に
金
団
平
均
四
分
二
厘
作
の
大
飢
饉
で
あ
っ
て
、
幕
府
も
米
領
調
節
り
た
め
に
種
々
の
政
策
な
探
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

+
}
月
に
幕
府
に
綴
に
令
暫
し
醸
酒
三
分
一
の
制
限
な
確
守
し
、
爾
地
方
の
情
撮
に
よ
り
一
切
醸
造
々
禁
ず
ろ
こ
こ
心
得
ぜ
し
め
た
ろ
11
、
足
れ

全
(
烈
曇
が
時
の
老
中
大
久
保
忠
眞
祉
勧
説
ゼ
し
結
果
で
め
ろ
ε
構
ぜ
ら
れ
て
居
ろ
。

以
上
は

天
保

七
年

の
饑
饉

に
際

し

て
行

は
れ
た
調
節

方
法
で

あ
る
が
、

こ
れ
等

の
方

法
が
、
穀

慣
調
節

の
上

に

如

何
程

の
敷
果

を
齎

し
た

る
や
を
、

明

か
に
す

る
の
史

料

に
接

せ
ざ

る
を
遺
憾

ど
す

る
次
第

で
あ
る
が
、
此

の
外

に
穀
償
調
節
策

窪
し

て
猶

一
層

重
要

な

る
施
設

が
残

っ
て
居

る
。

を

晒
ば
即

ち
常
卒
倉

そ

の
も
の
で
あ

る
。

三
、
穀
債
調
節
策
(其

二
〕i

常
準
倉

裂

は
家

督
暴

、
米
の
世
話
の
み
い
た
し
候
事
に
候
」
蕊

へ
る
が
如
人

醐

襲
封
の
初
め
よ
り
穀
物
の
肝

臓
や
穀
債
の
調
節

ξ
い
ふ
こ
蓬
に

つ
い
て
は
、

36
を
悩
ま
し
π
も
の
で
あ

っ
て
、
天
保
元
年
十
こ
月
に
は
、
義
倉

特

に
常
李
倉
を
新
設
し
て
米
儂
を
卒
準
し
、
水
旱
不
慮
の
用
に
供
す

べ
き
こ
己
を
謀

っ
た
の
で
あ
る
が
、
當
時
郡

宰
は
寧
ろ
稗
を
貯
撤
す

る
の
急
務
な
る
を
説
き
、
前
述

の
和
ぐ
二
年
三
月
に
稗
六
萬
俵

の
貯
藏
を
見

る
に
至

っ
た

鋤

も
の
で
あ
る
.
公
の
手
書
に
曰
く

「
領
中
之
義
は
、
先
代
よ
り
國
境
ね
穀
留
番
所
御
据
置
被
遊
、
米
償
賎
き
時
は

入
.穀
を
禁
じ
貴
き
時
は
出
殻
を
禁
じ
、
米
傾
を
季
準
に
被
致
候
国
法
に
候

へ
共
、
常
卒
倉
の
仕
法
相
立
米
償
賎
き

騨

時
は
買
入
、
貴
き
時
は
費
出

し
候
様
不
致
候
而

は
實

に
卒
準
の
政
は
行
れ
中
間
敷
候
」

ご
。
即
ち
常
干
倉
成
ら
す

醗

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

第
十
六
巻

(第
五
號

[
二
七
)

入
五
九

29)
30)
31)

堂 島薔 記 、279:夏o

水 戸 藩 史 料 別 記上 、54-55頁 。
同 上366頁 。
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説
バ
苑
・

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策
「

第
十
大
巻

(第
五
號
.
一
二
入
〕

八
六
〇

ん
ば
馬

穀

償
李
準

の
政

は
未

だ
完

全
.ご
い
.ふ
を
得
す

ε

の
信

念

の
下

に
、

こ
れ

が
實

現
を
期

し
、
遂

に
翌
天
保

二

年

K
至

っ
て
そ
の

一
端

緒
を
開
く

に
至

っ
た

の
み
な
ら

す

、
後

に
は
幕
府

に
も
屡
建
言

し
て
常

竿
倉

設
置

の
急

務

な

る
所

以
を
力
説

せ
し
程

で
め

る
か
ら
、
公

の
穀
物
政

策

の
中

に
於

て
も
常

雫
倉
は
最

ゼ
重
要
な

る
施
設

の

一
た

b

し

こ
ε
は
勿
論
で

あ
る
。

ん
そ
徳

川
時

代

に
於

て
米

償
を
制
す

る
の
権

が
、
富

商

の
手

に
掌
握

さ
れ

て

お
っ
た

こ
ε
は

、
今
更

、
述

べ
る

必
要
も

な

い
次
第

で
あ
る
が
、
水
戸
藩

に
於

て
も
、

こ

の
こ
ε
は
同
様

の
状
態

で

あ
っ
た
。
而

し
て

こ
れ
を
制
す

る
が
た

め
に
は
、

そ
の
時

々
に
於
け

る
種

々
な

る
米
償

調
節
策

も
必

要

で
は

あ
る
が
、
そ

れ
よ
り
も
常
李

倉
を
設

く

る
方
が

「
層

有
妓

で
あ
り

、
文
責

際
多

少

の
歎
果
を

納
め
た
も

の
の
如

く

に
説

か
れ

て
居

る
。
例

へ
ば

「
正
志

鋤

齋
封
事
稿
」

の
天
保
四
年
九
月
の
救
克
策
を
諭
せ
る
條
下
に
は
「
穀
の
猷
覧
を
買
上
、
不
足
を
補
、
富
民

に
財
を
出

さ
せ
救
民
の
費
を
補
、
擢
羅
を
卒
に
し
て
殺
屋
の
姦
を
抑

へ
、
国
民
因
ま
ざ
る
様
に
す

る
」
こ
ε
の
必
要
を
述

べ
、

そ
の
所
謂
「
殺
屋
の
姦
」
を
詳
説
し
て
、
「殺
屋
共
の
姦
計
様
々
あ
る
中

に
も
、
漱
歳

に
指
當
り
て
の
姦
計
は
、

　
旦

償
を
貴
く
し
、
在
々
よ
り
殻
多
く
出
る
聴
は
、
俄
に
償
を
下
げ
て
法
外

の
下
直

に
買
事
慶
々
め
b
。
近
頃
も
朝
の

相
場
一、一斗
こ
升
ε
歎
云
を
、

一
日
の
中
に
直
を
下
て
三
斗
四
升
ε
歎

に
し
た
る
故
、
在

々
の
百
姓
も
遙

に
慰
し
來

セ
る
を
、
費
ら
す
し
て
空
し
く
踞

り
た
る
も
の
多
し
ぜ
聞
く
。
周
の
世

に
は
買
師

の
織
布
て
、
凡
天
患
禁
貴
贋
者

使
有
恒
買

ご
云
、
叉
泉
府
看

て
飲
市
之
不
善
者
、
以
美
質
買
之
以
待
不
恥
而
買
者

ε
云
て
物
債
を
牢

に
す
る
故
、
小

民
国
ま
ざ
る
な
り
。
今
是
に
倣
て
其
任
に
堪

べ
き
人
を
揮
で
市
場
を
廻
ら
し
め
、
相
場
甚
下
落
す
る
時
は
宜
き
程

の
儂
を
以
、
買
上
世
、
債
貴
き
時
に
至
b
原
儂
に
て
費
渡
し
、
或
ば
溌
魔

に
納
置
て
、
飢
民
を
救
ふ
ε
か
云
や
ヶ

32)
33)
34)

同上371-372頁 。
同上49頁(天 保 六年 四 月)【44頁(天 保 十 二年 ・.卜一 月)
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な
る
制
あ
り
た
き
な
り
L

ε
述

べ
、
東
湖
の
「
王
民
封
事
」
に
も

「
當
時

の
姿
は
米
相
場
の
大
椹
を
問
屋
共
の
町
人

に
奪
は
れ
、
秋
冬
百
姓
共
費
出
の
時
節

に
は
、
米
償
下
落
仕
ら
、
春
夏
に
至
り
貧
民
食
に
差
支
候
時
は
米
債
高
直

に
相
成
り
、
君
ε
圭
民
は
苦
し
み
、
町
人
の
み
利
を
得
候
姿
、
委
細
御
承
知
被
爲
左
通
に
御
座
候
間
何
卒
行

々
拭

右
常
雫

の
御
仕
法
御
施
し
被
遊
候
様
奉
存
候
。
最
初

の
了
簡
に
而
て
少
〃
の
事
に
而
は

一
國
の
相
場
を
自
在
に
動

し
候
事
は
相
成
魚
可
串
素
膚
候
威
、
右
太
田
村
寺
に
て
少
々
相
試
候
而
も
格
別
相
場

の
響

き
合
に
湘
成
候
を
以
て

愚
慮
仕
候
得
は
、

　
萬
金
鯨
も
御
座
候
は
ゴ

　
國
の
響
合

に
可
相
成
奉
存
候
、
尤
高
く
買
、
や
す
く
賞
候
事
常
竿

の
本
意
に
御
座
候
固

、
上

へ
利
を
取
候
様

に
は
不
罷
成
候

へ
土
ハ
、
年
に
よ
り
御
預
も
有
之
、
叉
は
御
盆
も
有
之
、

な
ら
し
出
す
入
ら
す

に
ぼ
参
り
可
申
候

庭
、
出
す
入
ら
ず
に
而
も
相
場

の
不
孝
無
之
候

へ
ば
、
上
下
の
利
に
相
成

.

候
所
は
莫
大
に
御
座
候
問
」
云
々
こ
い
ひ
、
「常
箏
倉
顛
末
」
天
保
十
二
年
三
月
の
蓄
穀
販
頁
振
張
の
建
議

の
中
に

も

「
穀
相
場
上
下
の
椹
、
年
來
豪
富
商
人
共
の
手

へ
移
り
、
御
家
中
は
勿
論
農
家
之
者
共
難
澁
仕
居
候
庭
、
御
莨

迭

韓

食
鳥
)
御
立
被
覆

暴

・
穀
之
懇

・
禦

覆

臨

・至

寛

・
・
居
・
、
皐

倉
・
麗

…

て

「
米
擢
」
が
藩
政
府

に
締

し
、
穀
偵
の
調
節

に
寄
興
す
る
所
が
鮮
く
な
か
っ
た
如
く
に
考

へ
ら
れ
る
。
蓋
、
、烈
公

の
穀
贋
調
節
策
ε
し
て
、
最
も
重
要
な
る
施
設
で
あ
ら
う
。

こ
の
水
戸
藩
に
於
け
る
常
苧
倉
成
立
の
顛
末
そ
の
性

質
、
稗
倉
其
他

の
貯
穀
ε
の
關
係
、
常
平
倉
の
数
果
等
に
就
て
は
、
別
に
題
目
を
改

め
て
詳
述
す
る
筈

で
み
る
か

ら
、
弦

に
は
な
ゴ
穀
債
調
節
策
定
る
べ
き
常
李
倉
の
設
け
ら
れ
た
こ
ご
だ
け
を
附
け
加

へ
て
、

一
先
づ
筆
を
欄
く

こ
ピ
ーし
す

る
o

説

苑

水
戸
烈
公
の
穀
物
政
策

倦
銅
十
山
ハ
巻

(第

工4
購
仙

一
一
一九
)

八

占ハ

「

。5)東 湖全 集633 -634頁 。

36)爲 本 、親 書 類 纂 三 〇 。


